
 

 

 

手続開始の公示 

 

令和８年２月１９日 

四国建設広報協議会 

委員長 若尾 将徳 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

１．業務概要 

（１）業務名及び概要 

「建設フェア四国 2026in 高松」企画・運営業務 

本業務は、あなぶきアリーナ香川にて実施する「建設フェア四国 2026in 高松」の企画及

び運営等を行う業務である。 

（２）履行期間 

契約締結の翌日～令和９年１月２９日まで 

   （建設フェアの開催日は、 

令和８年１１月２５日(水)10 時～16 時と翌日２６日(木)10 時～16 時の２日間 

 なお、設営日は令和 8 年 11 月 24 日(火)、撤去日は 11 月 26 日の出展者撤退後とする） 

 

２．参加資格 

企画提案書の提出者は、下に掲げる資格を満たしている単体企業であること。 

（１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第７０条及び第７１条の規定に該当し

ない者であること。 

（２） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定がなされた

者を除く。) ない者であること。 

（３）平成２８年度以降公示日までに完了した業務（役務の提供）において、下記に示す同種又

は類似業務にかかる実績（再委託による業務の実績は含まない。）を１件以上有することを

証明した者であること。 

   ※同種業務：3,000 ㎡クラスの展示場での展示会の開催かつ 3,000 人以上を集客 

するイベントの企画・運営業務の実績（同一業務に限らない） 

※類似業務：2,000 ㎡クラスの展示場での展示会の開催かつ 2,000 人以上を集客 

するイベントの企画・運営業務の実績（同一業務に限らない） 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（５）企画提案書を提出しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと（説明書参 

照）。なお、本業務に参加表明書を提出した者の間に資本関係又は人的関係がある場合には、 

当該資本関係又は人的関係がある全ての者を、企画提案書の提出者として選定しない。 

 

３．企画提案書を特定するための評価基準 

（１）同種又は類似業務の実績 

（２）業務実施方針 

   説明書の理解度、実施方針の妥当性、業務実施体制の充実性 

 

４．手続等 



 

（１）担当部局 

  〒７６０－８５５４ 香川県高松市サンポート３番３３号 

四国建設広報協議会（事務局：四国地方整備局 企画部） 

電 話：０８７－８１１－８３０８ 

メールアドレス：skr-kensetsufea@ki.mlit.go.jp 

（２）説明書等の交付期間、場所及び方法 

１）交付期間 

令和８年２月１９日から令和８年３月１２日まで 

２）交付方法 

四国建設広報協議会 HP にて公開 

URL https://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/shikokukensetsu/index.html 

（３）参加表明書及び企画提案書の提出期限、場所及び方法 

１）提出期限 

令和８年３月１２日１７時００分 

２）提出方法 

原則として電子メールにより提出すること。 

 

５．その他 

（１）本手続で使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要否 要（印紙代は全て受注者負担とする。）ＨＰ 

（４）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

（５）関連情報の入手窓口 上記４．（１）に同じ。 

（６）提出された企画提案書は、無断で二次的使用を行わない。 

（７）企画提案書の提出者は、企画提案書の作成にあたって、他の提出者と企画提案書の提出

意思、企画提案書その他提出する書類の作成についていかなる相談も行ってはならない。 

（８）資本関係又は人的関係のある複数の者が企画提案書を提出することは認めない。 

（９）詳細は、説明書による。 


